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一　

自
治
基
本
条
例
と
は
何
か

　

自
治
基
本
条
例
づ
く
り
の
動
き
は
、
北
海
道
ニ
セ
コ
町
（
二
〇

〇
一
年
四
月
）
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
自
治
基
本
条
例
と

銘
打
つ
限
り
は
、
厳
密
に
は
自
治
体
を
構
成
す
る
市
民
、
議
会
、

行
政
三
者
の
役
割
・
権
能
が
謳
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
制
定
当
初
の
ニ
セ
コ
町
条
例
に
は
議
会
の
位
置
づ

け
が
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
「
ま
ち
づ
く
り

基
本
条
例
」
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
動
き
の
端
緒
を
開
い
た
功
績
は
銘
記
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。（
そ
の
後
、
ニ
セ
コ
町
条
例
は
大
幅
に
改
正
さ
れ
て
、
名
実
と

も
に
「
自
治
基
本
条
例
」
と
い
う
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
）。

　

翌
年
度
の
二
〇
〇
二
年
度
は
、
兵
庫
県
宝
塚
市
（
ま
ち
づ
く
り

条
例
）、
兵
庫
県
生
野
町
（
現
朝あ
さ

来ご

市
、
こ
れ
は
名
実
と
も
に
「
自

治
基
本
条
例
」
と
い
う
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
が
、
合
併
で
失
効
し
た
）

特
集

自
治
基
本
条
例
を
考
え
る
視
点
と
人
権

─
幾
つ
か
の
事
例
を
通
し
て

─

中
川　

幾
郎

　

自
治
基
本
条
例
は
自
治
体
の
憲
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
基
本
理
念
、
基
本
原
則
と
併
せ
て
市
民
、
議
会
、
行
政
三
者
の
役
割
と
権
能
が
明
記
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
議
会
と
行
政
が
担
当
す
る
団
体
自
治
機
能
と
、
市
民
に
よ
る
住
民
自
治
機
能
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
人
権
は
基
本
理
念

で
あ
る
と
と
も
に
、
団
体
自
治
・
住
民
自
治
双
方
を
貫
く
行
動
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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の
わ
ず
か
二
自
治
体
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
度
に
、
東
京
都
清

瀬
市
、
石
川
県
羽は

咋く
い

市
、
福
島
県
会
津
坂ば
ん

下げ

町
、
埼
玉
県
鳩
山
町
、

東
京
都
杉
並
区
（
自
治
基
本
条
例
）、
兵
庫
県
伊
丹
市
、
新
潟
県
柏

崎
市
、
新
潟
県
吉
川
町
、
愛
知
県
東
海
市
、
岡
山
県
大お
お

佐さ

町
（
現

新
見
市
）
と
相
次
ぎ
、
〇
四
年
度
に
栃
木
県
南み
な
み

河か
わ

内ち

町
（
現
下
野

市
）、
栃
木
県
大
平
町
、
神
奈
川
県
愛
川
町
、
三
重
県
伊
賀
市
と

続
く
（
栃
木
県
大
平
町
以
後
は
、「
自
治
基
本
条
例
」
を
標
榜
し
た
条

例
が
大
半
で
あ
る
）。

　

そ
の
後
、
自
治
基
本
条
例
制
定
の
動
き
は
、
急
速
に
広
が
り
、

二
〇
〇
六
年
四
月
末
現
在
で
は
三
四
の
市
区
市
町
で
制
定
さ
れ
て

お
り
、
現
在
な
お
制
定
自
治
体
数
が
急
増
し
て
い
る
。
筆
者
が
そ

の
制
定
に
直
接
に
関
わ
り
を
持
っ
た
自
治
体
も
、
兵
庫
県
生
野
町

（
現
朝
来
市
）、
三
重
県
伊
賀
市
、
三
重
県
名
張
市
と
あ
り
、
現
在
、

制
定
作
業
に
関
わ
っ
て
い
る
自
治
体
も
大
阪
府
阪
南
市
、
奈
良
県

生
駒
市
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
と
あ
る
。
こ
の
間
、
市
町
村
合
併

特
例
法
に
よ
る
市
町
村
合
併
の
動
き
が
進
み
、
こ
の
合
併
を
一
大

契
機
と
し
て
自
治
基
本
条
例
を
制
定
す
る
事
例
も
多
か
っ
た
。
合

併
問
題
と
直
面
し
、
対
決
し
て
き
た
自
治
体
に
お
い
て
は
、
合
併

選
択
で
あ
れ
合
併
拒
否
で
あ
れ
、
改
め
て
自
治
体
経
営
の
自
立
と

地
域
社
会
経
営
の
確
立
を
志
向
し
て
、
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
を
条

文
と
し
て
明
記
し
た
「
自
治
基
本
条
例
」
策
定
の
必
要
性
が
強
く

意
識
さ
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
住
民
の
参

画
と
協
働
に
よ
る
「
行
政
改
革
」
と
、
住
民
自
治
シ
ス
テ
ム
の
実

体
化
を
通
じ
て
「
地
域
社
会
改
革
」
を
行
お
う
と
す
る
自
治
体
が

多
数
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
て
、
首
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
等
に
よ
る
、
ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
動
き
で
自
治
基
本
条
例
制
定
が
唱
道
さ
れ
進
め

ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。
制
定
プ
ロ
セ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
が
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
治
基
本
条
例
の
内
実
と
制

定
プ
ロ
セ
ス
の
民
主
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
条
件

を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
原
案
策
定
に
関
わ
る
住
民
の
属
性
に
、
自

治
体
内
に
お
け
る
地
域
性
、
世
代
性
、
分
野
別
代
表
性
、
そ
の
他

の
属
性
を
こ
ま
や
か
に
考
慮
し
多
様
に
担
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
行
政
主
導
の
選
抜
に
よ
る
、
ほ
ん
の
一
〇
人
足
ら
ず
の
委

員
会
な
ど
で
原
案
策
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
地
域
・
世
代
・

分
野
、
そ
の
他
の
属
性
を
拾
い
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

小
規
模
委
員
会
で
対
処
で
き
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。ま
た
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
条
件
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
年

以
上
は
原
案
策
定
に
時
間
を
か
け
、
数
多
く
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
等
の
プ
ロ
セ

ス
を
経
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
受
動
的
な
情
報
公
開

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
く
、市
民
と
の
積
極
的
な「
情

報
共
有
」
へ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

厳
密
に
い
え
ば
「
自
治
基
本
条
例
」
は
、
住
民
、
議
会
、
行
政
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の
三
者
に
関
す
る
役
割
や
行
動
原
則
（
規
範
）
を
規
定
し
た
条
例

と
と
ら
え
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
住
民
参
加
に
よ
る
地
域
づ
く

り
な
ど
を
規
定
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
で
あ
る
か
、
行
政
の

基
本
規
範
を
定
め
た
「
行
政
基
本
条
例
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
理
念
条
例
と
し
て
の「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」

や
手
続
き
条
例
と
し
て
の
「
市
民
参
加
条
例
」「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
条
例
」
な
ど
が
あ
る
が
、「
自
治
基
本
条
例
」
を
名
乗
る

に
は
、
そ
れ
ら
の
集
合
体
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
自
治
基

本
条
例
は
「
市
民
か
ら
独
自
に
信
託
さ
れ
る
自
立
し
た
自
治
体
政

府
の
基
本
法（

１
）」、

つ
ま
り
自
治
体
の
独
自
最
高
規
範
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
自
治
シ
ス
テ
ム
の

再
掲
と
併
せ
て
、
自
治
体
独
自
の
制
度
（
例
、
外
部
監
査
、
住
民

参
画
に
よ
る
行
政
評
価
制
度
、
住
民
自
治
協
議
会
制
度
、
住
民
投
票
制

度
な
ど
）
も
明
記
し
た
体
系
的
一
覧
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
、
自
治
基
本
条
例
が
自
治
体
の
基
本
規
範
で
あ
る
こ
と

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
自
治
体
運
営
の
基
本
理
念
（
重
視
す
る
価

値
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
自
治
体
運

営
の
基
本
原
則
（
例
え
ば
、
参
画
と
協
働
、
情
報
共
有
の
原
則
な
ど
）

も
明
確
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
治
体
の
基
本
構
想
（
総

合
計
画
）
と
の
関
係
で
考
え
る
な
ら
ば
、
自
治
基
本
条
例
が
当
然

に
上
位
規
範
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
治
基
本
条
例
に
謳
わ
れ

た
理
念
や
諸
原
則
は
、
総
合
計
画
の
「
基
本
構
想
」
や
「
基
本
計

画
」
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
「
人
権
尊
重
」
が
基
本
理
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
現
実
に
具
体
化
す
る
各
種
政
策
分
野（
女
性
、
障
が
い
者
、

子
ど
も
、
高
齢
者
、
在
住
外
国
人
、
部
落
問
題
な
ど
）
に
お
い
て
、

市
民
の
「
参
画
と
協
働
」
に
よ
っ
て
基
本
政
策
の
メ
リ
ハ
リ
を
つ

け
、
市
民
に
よ
る
外
部
評
価
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
、
な
ど
が
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　
﹁
市
民
・
政
治
・
行
政
﹂
三
極
の
基
本
的
関
係

　

地
方
分
権
化
は
、
地
方
自
治
体
内
に
お
け
る
分
権
化
の
促
進
を

も
ま
た
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
住
民
自
治
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る

地
域
社
会
へ
の
分
権
化
が
促
進
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
と
同

様
に
、
団
体
自
治
と
し
て
の
自
治
体
政
府
内
部
に
お
い
て
も
分
権

化
（
現
場
へ
の
権
限
移
転
と
政
策
形
成
へ
の
職
員
参
画
）
が
図
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
域
社
会
に
お
け
る
住
民
自

治
の
活
性
化
を
追
求
し
、
総
合
的
な
地
域
経
営
が
可
能
と
な
る
地

域
民
主
主
義
（
共
和
主
義
）
と
市
民
民
主
主
義
（
自
由
主
義
）
を

確
立
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
応
し
た
行
政
組
織
の
内
部
的
分
権
化

を
並
行
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
自
治
体
政
府
は
、
形
式
的
平
等
主
義
や
政
治
的
な
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配
慮
か
ら
の
地
域
均
衡
主
義
を
採
用
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
、
市
民
側
の
地
域
不
均
衡
に
対
す
る
不
満
の
対
処
に
追
わ
れ
た

り
、
や
や
も
す
る
と
投
資
効
率
の
悪
い
施
設
建
設
に
追
い
込
ま
れ

た
り
す
る
。
そ
こ
で
は
、
真
の
意
味
で
の
市
民
統
制
な
き
団
体
自

治
が
陥
る
個
別
的
な
地
域
利
益
追
求
型
の
政
治
圧
力
と
、
総
合
的

視
野
を
欠
落
さ
せ
た
縦
割
り
行
政
対
応
の
悪
循
環
が
発
生
す
る
。

ま
た
こ
こ
に
は
、
政
治
表
現
と
し
て
の
温
情
主
義
（paternal-

ism

）
と
パ
イ
の
分
捕
り
と
い
う
政
治
的
取
引
は
あ
っ
て
も
、
自

治
体
政
府
の
自
立
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
理
念
も
目
標
も

存
在
せ
ず
、
ま
し
て
地
域
自
治
や
市
民
自
治
と
い
う
思
考
は
存
在

し
な
い
。

　

基
本
に
返
っ
て
み
よ
う
。
お
よ
そ
、
①
市
民
（
国
民
）
は
政
治

制
度
や
政
治
家
を
選
択
し
（
日
本
の
統
一
的
な
地
方
自
治
制
度
に
お

い
て
は
、
政
治
制
度
の
選
択
は
あ
り
え
な
い
が
）、
②
政
治
家
は
そ

の
立
脚
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
、
実
現
す
べ
き
価
値
の
優
先
順
位

と
政
策
を
選
択
す
る
。
③
行
政
は
政
治
家
が
指
し
示
す
理
念
と
政

策
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
施
策
と
し
て
具
体
化
す
る
。
つ
ま

り
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
施
策
を
立
案
し
、
資
源
の
最
適
な

組
み
合
わ
せ
を
選
択
し
、
市
民
に
供
給
す
る
（
図
１
右
回
り
の
サ

イ
ク
ル
）。

　

こ
の
基
本
的
な
サ
イ
ク
ル
が
衰
弱
し
、
①
に
お
い
て
は
市
民
の

政
治
離
れ
（
無
関
心
・
低
投
票
率
）、
②
に
お
い
て
は
政
治
家
の
行

政
依
存
に
よ
る
政
治
機
能

（
価
値
選
択
と
政
策
提
示
能

力
）
低
下
が
生
じ
て
い
る
が

た
め
、
③
に
お
け
る
行
政
の

縦
割
り
個
別
対
応
型
の
肥
大

化
現
象
が
発
生
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
事
態
を
克
服
す
る
た

め
に
も
、
④
市
民
が
行
政
の

政
策
形
成
、
立
案
・
選
択
、

実
行
、
評
価
の
段
階
に
参
画

す
る
「
市
民
参
加
、
参
画
」

と
い
う
コ
ー
ス
が
必
要
と
さ

れ
、
⑤
与
野
党
を
問
わ
ぬ
政

治
家
へ
の
行
政
の
政
策
助

言
、提
案
、協
働
の
機
能
が
職

務
倫
理（
協
働
の
規
範
）と
し

て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
⑥
政
治
家
も
、
市

民
に
向
け
た
そ
の
活
動
状
況
や
問
題
意
識
の
公
開
、
報
告
が
要
求

さ
れ
て
き
て
い
る
（
図
１
左
回
り
の
サ
イ
ク
ル
）。

　

つ
ま
り
、
市
民
、
政
治
、
行
政
の
三
極
に
お
い
て
、
双
方
向
の

図１
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サ
イ
ク
ル
が
成
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
自
治
体
行

政
の
政
策
形
成
に
お
け
る
市
民
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
①

（
政
治
選
択
・
投
票
）の
機
能
低
下
防
止
と
、
③（
資
源
選
択
・
供
給
）

の
バ
ラ
マ
キ
型
均
衡
主
義
の
改
善
を
図
る
こ
と
、
そ
し
て
④
（
参

加
・
参
画
）
の
機
能
を
強
化
し
、
価
値
選
択
の
情
報
を
潤
沢
に
す

る
⑤
（
提
案
・
助
言
・
協
働
）
の
機
能
を
活
性
化
す
る
た
め
に
も
、

行
政
組
織
内
の
分
権
化
と
住
民
自
治
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
機
能
活
性
化
は
、
や
が
て
政
治

に
お
け
る
②
（
価
値
選
択
・
政
策
提
示
）、
⑥
（
公
開
・
報
告
）
の

働
き
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

三　

団
体
自
治
と
住
民
自
治
の
峻
別
と
明
確
化

　

自
治
基
本
条
例
は
、
上
記
の
よ
う
な
市
民
と
政
治
、
行
政
の
三

極
関
係
を
明
確
に
把
握
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
た
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
口
規
模

ま
た
は
自
治
体
面
積
が
大
き
い
場
合
は
、
こ
の
三
極
関
係
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
も
ま
た
弱
体
化
・
希
薄
化
す
る
。
そ
こ
で
は
、
狭
域
的

な
住
民
自
治
と
広
域
的
な
団
体
自
治
と
の
役
割
分
担
も
、
補
完
性

の
原
理
に
則
っ
て
再
整
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

現
地
方
自
治
法
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
内
容
が
団
体
自
治
（
議

会
、
行
政
）
に
関
す
る
規
定
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
住
民
自
治
に

関
す
る
実
体
的
規
定
が
な
い
。
住
民
監
査
請
求
、
特
別
職
解
職
請

求
、
条
例
改
廃
制
定
請
求
権
は
、
団
体
自
治
に
関
す
る
住
民
の
統

制
権
規
定
で
あ
り
、
住
民
自
治
の
規
定
で
は
な
い
。

ま
た
、
住
民
投
票
に
関
す
る
規
定
も
な
い
。
こ
こ
に
、
狭
域
的
な

住
民
自
治
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
明
確
に
規
定
し
、
さ
ら
に
団
体
自

治
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
へ
の
住
民
参
画
を
新
た
に
制
度
化
し
よ
う

と
す
る
、
本
来
の
意
味
で
の
「
自
治
基
本
条
例
」
が
登
場
し
て
く

る
の
で
あ
る
（
改
正
自
治
法
で
は
、「
地
域
自
治
区
」
が
新
た
に
制
度

化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
団
体
自
治
の
分
権
化
で
あ
り
、
住
民
自
治
の
法

制
度
化
で
は
な
い
。
地
域
自
治
区
の
区
長
は
首
長
任
命
の
行
政
職
員
で

あ
り
、
地
域
自
治
区
に
設
置
さ
れ
る
自
治
法
上
の
「
住
民
協
議
会
」
は

首
長
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
）。

　

三
重
県
伊
賀
地
域
（
上
野
市
、
名
張
市
、
阿
山
町
、
伊
賀
町
、
青

山
町
、
島
ヶ
原
村
、
大
山
田
村
）に
お
い
て
は
、
昭
和
の
大
合
併
で
、

本
庁
へ
の
集
権
化
と
周
辺
部
の
衰
弱
を
実
感
し
て
き
た
郡
部
の
人

び
と
の
記
憶
が
強
く
残
っ
て
お
り
、
平
成
の
合
併
問
題
に
直
面
し

て
、再
び
新
た
な
地
域
社
会
崩
壊
へ
の
危
機
感
が
強
ま
っ
て
い
た
。

合
併
を
選
択
す
る
に
し
て
も
、
地
域
社
会
を
持
続
可
能
な
形
で
維

持
す
る
こ
と
、
過
剰
な
集
権
化
を
避
け
、
な
お
か
つ
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
な
ど
が
、
各
市
町
村
、
各
地
域
で
議

論
さ
れ
て
き
た
主
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
回
数
は
、
全
地
域
三
年
間
で
延
べ
数
百
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回
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
膨
大
な
議
論
の
な
か
で
、
地
域
性
、
世

代
性
、
分
野
性
、
そ
の
他
の
属
性
に
関
す
る
視
点
が
認
識
さ
れ
共

有
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。そ
の
結
果
、合
意
さ
れ
た
の
が
、

「
面
識
社
会
」（
Ｊ
．
デ
ュ
ー
イ
）
の
範
囲
と
想
定
さ
れ
る
概
ね
小

学
校
区
単
位
（
以
下
）
で
の
「
住
民
自
治
協
議
会
」
編
成
と
、
そ

れ
を
支
え
る
「
支
所
」
方
式
の
採
用
で
あ
っ
た
。

　

伊
賀
地
区
市
町
村
合
併
協
議
会
は
、
最
終
段
階
で
自
治
基
本
条

例
検
討
委
員
会
（
委
員
長
：
岩
崎
泰
典
四
日
市
大
学
教
授
）
を
設
け

て
、「
伊
賀
市
自
治
基
本
条
例
」
原
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
は
、
住
民
、
議
会
、
行
政
（
首
長
お
よ
び
職
員
）
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
と
規
範
が
明
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
併
せ
て
、
住
民

自
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
住
民
自
治
協
議
会
」
を
条
例
上
の
組

織
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
当
該
委
員

会
の
作
業
部
会
と
し
て
「
住
民
自
治
区
域
検
討
作
業
部
会
」
を
設

置
し
、
住
民
と
の
対
話
の
う
え
で
、
個
別
の
住
民
自
治
協
議
会
エ

リ
ア
を
特
定
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
一
方
で
、
各
市
町
村
議
会
代

表
議
員
を
中
心
と
し
た「
議
会
機
能
検
討
作
業
部
会
」を
設
け
て
、

議
会
の
役
割
と
権
能
を
明
確
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
議
員
倫
理

規
定
に
至
る
ま
で
討
論
を
深
め
て
き
た
の
で
あ
る
（
二
〇
〇
四
年

一
二
月
、
新
伊
賀
市
議
会
で
可
決
）。
こ
の
流
れ
が
、
後
に
「
伊
賀

市
議
会
基
本
条
例
」
を
制
定
す
る
基
盤
と
も
な
っ
て
い
く
。

　

こ
れ
と
は
別
に
、
隣
接
す
る
名
張
市
は
、
住
民
投
票
（
二
〇
〇

三
年
二
月
）
の
結
果
、
伊
賀
地
域
で
の
合
併
を
見
送
る
こ
と
に
な

り
、
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
の
な
か
で
単
独
自
立
の
道
を
選
ぶ

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
熱
心
な
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
重
ね

ら
れ
て
き
た
こ
と
に
お
い
て
は
名
張
市
も
同
様
で
あ
り
、
合
併
見

送
り
を
決
定
し
た
直
後
か
ら
、
住
民
自
治
の
シ
ス
テ
ム
化
を
期
し

て
、
地
域
公
民
館
を
単
位
と
し
た「
名
張
市
地
域
づ
く
り
委
員
会
」

が
全
市
で
編
成
さ
れ
る
（
一
四
委
員
会
）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
化
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
数
多
く
重
ね
ら
れ
た
タ
ウ
ン

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
住
民
討
議
の
体
験
と
、
住
民
の
行
財
政

状
況
の
理
解
に
よ
る
危
機
意
識
の
高
ま
り
か
ら
で
あ
っ
た
。
や
が

て
名
張
市
に
お
い
て
も
住
民
自
治
シ
ス
テ
ム
の
確
立
と
行
財
政
改

革
を
制
度
化
す
る
べ
く
、「
名
張
市
市
民
自
治
検
討
委
員
会
」
で

自
治
基
本
条
例
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
委
員
会
が
起

草
し
た
「
名
張
市
自
治
基
本
条
例
」
も
ま
た
、「
地
域
づ
く
り
委

員
会
」
を
条
例
上
の
住
民
自
治
組
織
と
し
て
明
確
に
規
定
し
て
い

る
（
二
〇
〇
五
年
六
月
名
張
市
議
会
可
決（

２
））。

四　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
複
合

　

こ
の
住
民
自
治
協
議
会
を
組
織
設
計
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、

必
ず
課
題
と
な
る
の
が
、
自
治
会
・
町
内
会
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
系
団
体
と
、特
定
目
的
の
た
め
に
自
立
し
た
市
民
が
結
集
す
る
、
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
系
団
体
と
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
防
犯
組
織
、
公
民
分
館
、
婦

人
会
、
老
人
会
、
人
権
協
議
会
、
地
域
福
祉
会
な
ど
の
組
織
も
、

実
質
的
に
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
的
基
盤
の
上
に
成
立
し
て

お
り
、
多
く
の
構
成
員
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
が
持
つ
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
伝
統
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ

る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
は
準
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
系
団
体
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

伊
賀
市
自
治
基
本
条
例
に
お
い
て
、
住
民
自
治
協
議
会
は
総
合

計
画
に
お
け
る
地
域
計
画
に
相
当
す
る「
地
域
ま
ち
づ
く
り
計
画
」

を
策
定
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
く
事
業
主
体
と
な
る
こ
と
ま
で
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
地
域
交
付
金
が
財
源
と
し
て
交

付
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
地
区
に
関
わ
る「
総
合
計
画
」の
策
定
・

変
更
に
関
し
て
の
諮
問
権
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
該
地
区

に
関
わ
る
事
業
の
同
意
権
、
当
該
地
区
に
お
け
る
事
務
執
行
の
提

案
権
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
住
民
自
治
協
議
会
が

持
つ
自
治
基
本
条
例
上
の
権
能
は
大
き
く
、
こ
れ
に
関
与
す
る
構

成
員
の
規
定
は
大
変
重
要
と
な
る
。
伊
賀
市
で
は
、
住
民
自
治
協

議
会
は
、
個
人
、
事
業
者
、
団
体
全
て
を
構
成
員
と
し
て
お
り
、

市
民
民
主
主
義
と
地
域
民
主
主
義
の
二
つ
が
意
識
さ
れ
て
い
る

（
同
一
地
域
に
二
つ
の
協
議
会
設
置
は
認
め
ら
れ
ず
、
近
隣
政
府
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
）。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
地
方
自
治
体
は
、自
治
会
・
町
内
会
・
区（
長

会
）
な
ど
の
地
域
に
拠
点
を
置
く
住
民
組
織
を
第
一
に
重
視
し
て

き
た
。
現
在
の
地
方
自
治
体
の
地
域
政
策
は
、
そ
の
大
半
が
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
政
策
（
む
し
ろ
政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
団

体「
対
策
」で
あ
る
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
）で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
系
団
体
の
原
基
と
も
い
う
べ
き
自
治
会
・
町
内
会

は
、
行
政
の
縦
割
り
機
構
別
に
分
散
編
成
さ
れ
た
上
記
の
よ
う
な

準
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
へ
の
継
続
的
な
人
材
供
出
に
よ
っ
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
少
数
の
高
齢

化
し
た
役
員
に
日
常
的
な
負
担
が
集
中
し
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、

広
く
地
域
の
課
題
全
般
に
対
処
す
る
べ
き
組
織
で
あ
る
の
に
、
課

題
が
縦
割
り
で
吸
い
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
残
存
し
た
日
常
的
な

親
睦
組
織
と
し
て
の
機
能
の
維
持
が
主
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

一
方
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど
を
契
機
と
し
た
環
境
悪
化
へ
の

反
対
運
動
な
ど
、
他
の
準
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
が
関
与
し
な
い
、

外
的
要
因
に
よ
る
深
刻
な
課
題
を
最
終
的
に
背
負
う
こ
と
に
も
な

り
が
ち
で
あ
る
。

　

伊
賀
市
の
地
域
別
住
民
自
治
協
議
会
シ
ス
テ
ム
も
、
こ
れ
ら
の

歴
史
的
経
過
を
考
慮
し
て
、
そ
の
機
関
部
に
あ
た
る
運
営
委
員
会

に
、「
準
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
系
団
体
の
ほ
と
ん
ど
を
必
ず
入
れ
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
協
議
会

内
部
に
お
け
る
地
域
代
表
性
と
分
野
別
代
表
性
の
担
保
で
あ
る
。
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そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
協
議
会
に
お
け
る
地
域
実
態
を
ふ
ま

え
、
住
民
自
治
協
議
会
ご
と
の
主
体
性
に
お
い
て
、
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
系
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
個
人
と
し
て
の
外
国
人
な
ど
も
運
営
委
員

会
に
参
画
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
そ
の
他
属
性
の
担
保
）。

い
わ
ば
、
自
由
主
義
的
市
民
民
主
主
義
と
共
和
主
義
的
地
域
民
主

主
義
が
、
運
営
委
員
会
に
お
い
て
対
話
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
伊
賀
市
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

の
住
民
自
治
協
議
会
が
「
人
権
」
を
担
当
す
る
部
会
を
持
つ
に
至

っ
て
い
る
。

五　

自
治
基
本
条
例
に
お
け
る
人
権
の
視
点

　

多
く
の
自
治
基
本
条
例
で
は
、「
基
本
理
念
」「
基
本
原
則
」
ま

た
は
「
市
民
の
役
割
と
権
利
」
を
規
定
す
る
個
別
条
文
に
お
い
て

人
権
尊
重
を
明
記
し
て
い
る
。
名
張
市
自
治
基
本
条
例
（
二
〇
〇

六
年
一
月
一
日
施
行
）
で
は
、
第
１
章
「
総
則
」
第
３
条
（
自
治

の
原
則
）
に
お
い
て
、「
市
の
自
治
は
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
原

則
と
し
て
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。（
１
）
人
権
尊
重　

国
籍
や

性
別
、
年
齢
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
保

障
さ
れ
、そ
の
個
性
や
能
力
が
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
」

と
規
定
し
て
い
る
。
米ま
い

原ば
ら

市
自
治
基
本
条
例
（
二
〇
〇
六
年
九
月

一
日
施
行
）
で
も
、
第
２
章
「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則
」
第
６

条
（
多
様
性
の
尊
重
）
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
市
民
は
、
人
と
し

て
尊
ば
れ
、
不
当
な
差
別
か
ら
守
ら
れ
る
権
利
を
有
す
る
。
／
２ 

米
原
市
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
は
、
文
化
的
、
歴
史
的
、
地
理
的

及
び
環
境
的
多
様
性
に
配
慮
し
、
市
民
活
動
及
び
地
域
社
会
の
自

主
性
を
尊
重
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い

る
。

　

伊
賀
市
自
治
基
本
条
例
（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
四
日
施
行
）
で

は
、（
基
本
理
念
条
文
で
は
な
い
が
）
第
14
条
で
「
市
は
、
ま
ち
づ

く
り
を
行
う
市
民
の
自
主
的
、
自
律
的
な
活
動
を
尊
重
す
る
と
と

も
に
、
国
籍
、
民
族
、
性
別
、
年
齢
、
社
会
的
又
は
経
済
的
環
境

等
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
様
な
主
体
が
ま
ち
づ
く
り
に
果
た
す
役
割

を
重
視
し
、
人
づ
く
り
の
推
進
や
権
利
の
保
障
、
拡
大
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
基
本
理
念
、
基
本
原
則

と
事
実
上
同
等
の
重
み
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
自
治
」

は
団
体
自
治
お
よ
び
住
民
自
治
の
双
方
を
包
含
す
る
。
ま
た
、「
ま

ち
づ
く
り
」
は
、
住
民
自
治
と
同
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
団
体
自

治
、
住
民
自
治
の
双
方
に
お
い
て
、
人
権
尊
重
が
基
本
規
範
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
治
基
本
条
例
は
、
基
本
理
念
、
基
本
原
則
や
独

自
制
度
に
つ
い
て
具
体
的
な
規
定
を
定
め
ず
、
別
途
の
個
別
条
例

に
そ
の
実
現
を
委
ね
る
こ
と
が
多
い
（
伊
賀
市
の
住
民
自
治
協
議

会
規
定
な
ど
の
例
外
は
あ
る
が
）。
参
画
と
協
働
の
原
則
が
謳
わ
れ
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て
い
る
自
治
体
に
「
市
民
参
画
条
例
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
外

部
監
査
や
住
民
投
票
の
制
度
を
規
定
し
た
自
治
体
に
「
外
部
監
査

条
例
」
や
「
住
民
投
票
条
例
」
が
存
在
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、
環
境
配
慮
、
文
化
の
重
視
、
人
権
尊
重
な
ど
を

謳
う
自
治
基
本
条
例
で
あ
る
な
ら
ば
、
環
境
基
本
条
例
、
文
化
基

本
条
例
、
人
権
基
本
条
例
が
一
方
で
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
二
〇

〇
〇
年
四
月
以
後
、
機
関
委
任
事
務
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
国
と
対
等
な
法
定
受
託
事
務
に
変
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
自
治

体
責
任
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
自
治
事
務
に
関
す
る
地
方
自
治
体
の

主
体
性
は
法
的
に
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
環
境
、
文
化
、

人
権
に
関
す
る
事
務
の
ほ
と
ん
ど
が
自
治
事
務
と
な
っ
て
い
る
現

状
か
ら
、
自
治
立
法
と
し
て
の
自
治
体
条
例
の
必
要
性
が
問
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
化
基
本
条
例
、
人
権
基
本
条
例
を
制

定
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
特
に
、
二
〇
〇
二
年
四
月
以
後
は
、
同

和
対
策
三
法
が
失
効
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
和
行
政
は
地
方
自

治
体
の
自
治
事
務
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
自
治
基

本
条
例
が
人
権
を
基
本
理
念
と
し
、
人
権
尊
重
を
基
本
原
則
と
す

る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
権
基
本
条
例
が
存
在
し
て
然
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
団
体
自
治
（
自
治
）
の
基
本
原
則
と
し
て
人
権
尊
重
を

掲
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
住
民
自
治
（
ま
ち
づ
く
り
）
の
シ
ス
テ

ム
を
実
体
化
し
た
場
合
に
も
人
権
尊
重
は
原
則
と
し
て
貫
か
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、相
対
的
に
少
数
者
で
あ
る
在
住
外
国
人
、障
が
い
者
、

同
和
地
区
住
民
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
こ
そ
実
体
的
、
可
視
的

に
存
在
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
当
事
者
と
し
て
存
在
す
る

の
で
あ
り
、
少
数
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
人
権
侵
害
の
被
害
者
と
な

る
蓋
然
性
が
よ
り
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
面
識
社
会
を
範
囲
と
し

た
住
民
自
治
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
権
を
重
視

す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

六　

地
域
社
会
改
革
と
行
政
・
政
治
改
革
の
連
動

　

住
民
自
治
協
議
会
シ
ス
テ
ム
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま

さ
に
地
域
社
会
改
革
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
行
政
も
ま
た
こ
れ
に
対
応
し
た
行
政
改
革
を
行
い
、
地
域
社

会
に
向
け
て
分
権
化
し
た
シ
ス
テ
ム
で
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
分
権
的
な
支
所
方
式
の
意
義
は
、
も
は
や
合
併
後
も
現
行
水

準
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
、
過
渡
的
か
つ
消
極

的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
住
民
自
治
協
議
会
を
支
援
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、「
社
会
資
本
（
社
会
関
係
資
本
）」
と
し
て
の
地
域

社
会
や
集
団
へ
積
極
的
に
投
資
し
、
最
終
的
に
は
団
体
自
治
に
お

い
て
も
行
政
効
果
を
高
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。



22

　

つ
ま
り
、
住
民
自
治
協
議
会
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
行
政
の
分
権
化
を
不
可
避
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
分
権
化
と
は
、
本
庁
主
導
型
の
縦
割
り
集
中
方
式
に
よ
る
効
率

性
追
求
で
は
な

く
、
現
場
主
導
型

の
総
合
調
整
機
能

を
備
え
る
、
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
、

行
政
に
お
い
て
、

広
域
化
・
集
中
化

を
図
っ
て
経
営
効

率
を
高
め
よ
う
と

す
る
分
野
・
部
門

と
、
狭
域
性
・
拠

点
性
を
尊
重
し
、

効
果
性
を
高
め
よ

う
と
す
る
分
野
・

部
門
と
が
峻
別
さ

れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
行
政
職
員
自
身
に
も
、「
参
画
と
協
働
」
を
具
体

化
す
る
こ
と
の
理
解
、
人
権
、
環
境
、
文
化
な
ど
に
関
す
る
基
本

的
な
認
識
が
不
可
欠
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
直
接
民
主
主
義
的
な
住
民
自
治
協
議
会
が
活
性
化
し

自
立
の
方
向
に
向
か
う
ほ
ど
、
間
接
民
主
主
義
の
機
能
を
担
う
議

会
の
役
割
は
、
広
域
的
な
課
題
を
取
り
扱
う
方
向
に
向
か
う
こ
と

が
、
将
来
的
に
は
予
想
で
き
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
過
渡
期
が

続
き
、
む
し
ろ
議
員
個
々
人
の
地
域
利
益
代
表
機
能
が
さ
ら
に
強

く
働
き
、
住
民
自
治
協
議
会
を
ベ
ー
ス
と
し
た
議
員
個
々
人
の
活

動
報
告
、
協
議
会
構
成
員
と
議
員
と
の
意
見
交
換
が
活
発
化
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で

は
な
い
。
住
民
自
治
協
議
会
の
場
が
、
議
員
活
動
を
地
域
に
公
開

し
、
政
策
的
な
課
題
提
起
を
し
、
議
員
と
し
て
の
問
題
意
識
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
場
と
も
な
り
、
有
権
者
か
ら
の
評
価
を
鮮
明
に

し
て
い
く
「
公
開
」「
公
論
」
の
場
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
む

し
ろ
警
戒
す
べ
き
は
、
地
域
利
益
を
代
表
す
る
議
員
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
不
安
か
ら
、
住
民
自
治
協
議
会
の
実
体
化
を
阻

止
し
た
り
、
非
協
力
的
な
立
場
を
と
る
議
員
行
動
で
あ
ろ
う
。

　

市
民
個
々
人
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
新
伊
賀
市
で
も
名
張

市
で
も
、
定
着
・
定
住
市
民
の
多
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
行
政
経
営

の
あ
り
方
を
見
つ
め
直
し
、
自
分
も
何
ら
か
の
形
で
地
域
経
営
に

関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
自
覚
を
持
つ
段
階
に
き
て
い
る
。

図２
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お
よ
そ
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、「
世
界
を
失
い
、

世
界
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
現
代
人
」
は
、
人
間
と
し
て
の
自
己

回
復
を
必
要
と
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
た
ん
な
る
批
判
者
に
と
ど

ま
り
が
ち
な
現
代
人
の
自
己
回
復
の
た
め
に
、「
労
働
＝

Labour

」「
仕
事
＝W

ork

」「
活
動
＝A

ction

」
の
三
つ
の
人
間

行
動
の
う
ち
、
特
に
活
動
（
＝
政
治
的
活
動
）
の
必
要
性
を
説
い

た
の
で
あ
る（

３
）。

住
民
自
治
協
議
会
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
、
市
民
に
と

っ
て
の
身
近
な
政
治
的
活
動
の
場
で
あ
り
、
鍛
錬
の
場
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
治
基
本
条
例
の
制
定
に
際
し
て
は
、
そ
の
制

定
に
至
る
前
段
階
に
お
い
て
、
と
も
す
る
と
抽
象
的
と
な
り
が
ち

な
、
地
方
自
治
に
お
け
る
住
民
自
治
と
団
体
自
治
の
関
係
を
明
確

に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
住
民
自
治
の
実
体
的
受
け

皿
で
あ
る
市
民
集
団
や
、
経
営
当
事
者
と
し
て
の
地
域
社
会
の
意

思
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
、

数
多
い
地
域
単
位
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
開
催
を
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
団
体
と
し
て
の
議
会
や
議
員
個
々
人

と
い
う
政
治
機
能
と
の
真
摯
な
対
話
、
討
論
も
避
け
て
通
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
人
権
侵
害
の
当
事
者
と
な
り
が

ち
な
人
び
と
の
存
在
と
意
思
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

れ
ら
を
さ
し
お
い
て
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
先
行
で
条
例
を
作
文
し
、

議
会
の
多
数
合
意
だ
け
で
制
定
し
て
も
、
そ
れ
は
絵
に
描
い
た
餅

に
終
わ
る
。
自
治
基
本
条
例
は
、
地
域
別
、
世
代
別
、
分
野
別
、

属
性
別
の
多
様
な
市
民
の
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
経
る

こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
市
民
と
、
議
会
、
行
政
、
三
者
の
真
剣
勝

負
の
対
話
か
ら
の
み
実
体
化
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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